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概  況 

  臭気が悪臭苦情となって現れる要因は、その臭気の感知回数と継続時間が引きがねと

なり、臭気強度の変化や人間の感情という内的条件、時には利害などが関与して表面化

する場合が多い。 

  そして、一度表面化すると解決するまでに長時間を要し、防止対策に苦慮するものが

多い。 

  昭和 40 年代に環境汚染が社会の重大な関心を呼び、悪臭も生活環境阻害の因子とし

て受止められた。このため、悪臭防止法が公布（昭和 46 年６月１日）され、特定悪臭

物質の濃度にもとづく規制、発生源に対する防除技術の開発も行われている。しかし、

悪臭はほとんどが低濃度の物質の複合臭気であり、悪臭物質の 90％以上を除去しても人

の感覚では無臭とならず、完全な対策となると困難な面もある。 

  本市における平成 24 年度の悪臭苦情は 63 件であり、発生源の内訳は製造業 9 件、家

庭生活 8 件、農業 5 件などとなっている。 

  表－41 は、県条例に基づく本市における業種別届出であり、豚房施設 2 件、牛房施設

2 件、養鶏施設 3 件と、総全体の約 32％となっている。 










